
貿 易 の 円 滑 化

Customs  has  a  unique  role  in  the international trade to provide increased security while 
ensuring facilitation Simplified Customs procedure and less Customs intervention
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海外のAEO 制度との連携 P28

輸出入申告官署の自由化 P30

　国際物流の飛躍的な増加等を背景に、貿易のセキュリティの確保と円滑化を両立させるこ

とが国際物流における大きな課題となっています。このため、税関では、貨物のセキュリティ

管理と法令遵守の体制が整備された事業者に対して、税関手続の簡素化等のベネフィットを

与えるAEO 制度の実施に努めています。また、国際的にも、AEO 制度を実施している国との

間で、AEOを相互に承認し、二国間の安全かつ円滑な貿易を実現するための取組を行ってい

ます。
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貨物のセキュリティ管理と法令遵守（コンプライアンス）の体制が

整備された事業者には、手続の簡素化、そして迅速な通関という

ベネフィットを。

貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者をできるだけ多く確
保していくことが、貿易のセキュリティの確保と物流の円滑化との両立を図る上で不
可欠です。また、AEO制度では、これらが整備された事業者に対し、税関手続を
簡素化する等の特例措置を設けております。

 貨物、輸送、敷地等のセキュリティ確保
 税関との連絡体制、社内連絡体制
                            　　　      等

対象　国際的な物流に関連するすべての事業者

 適正な税関手続
 委託先管理

 法令遵守体制
 内部監査
 教育・訓練の体制

　2001年9月11日、米国で発生した同時多発テ
ロ以降、国際物流においてはセキュリティの確保
と円滑化の両立が不可欠となっています。このよ
うな流れを受け、WCO（世界税関機構）におい
て、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制
が整備された事業者を税関が承認・認定し、通
関手続の簡素化等のベネフィットを与える「AEO

（Authorized Economic Operator）制度」の概念
を含む国際的な枠組み（「SAFE 基準の枠組み」）
が 2005 年に採択されました。続いてAEOの要
件やベネフィット等について記述した「AEOガイド
ライン」が 2006 年に採択され、更に、2007年に
は、「SAFE 基準の枠組み」に

「AEOガイドライン」の内容を
包含する改正が行われていま
す。この「SAFE 基準の枠組
み」に従い、我が国のみなら

ず、他の多くの国々もAEO 制度を導入し、ある
いは導入に向けた検討を行っています。
　2017年 に発 効したWTO（ 世 界 貿 易 機 関 ）
の TFA（ 貿 易 円 滑 化 協 定：Trade Facilitation 
Agreement）では、類似の概念であるAO（認定
事業者：Authorized Operators）が導入され、加
盟国によるこの措置の実施が義務付けられるこ
ととなりました。こうした国際的な流れも踏まえ、
AEO 制度が益々重要視され、その取組が加速
化してきています。

A EO 制度の背景
セキュリティの確保と円滑化の両立をめざして

　近年、貿易のセキュリティの確保と円滑化を両立させることが国際物流における

大きな課題となっています。財務省関税局・税関は、民間企業とのパートナーシップ

の構築により、国際貿易のセキュリティの確保と円滑化の両立をめざし、国際標準

に則った「AEO（Authorized Economic Operator）制度」の実施に取り組んでいます。

A E O 制 度 AEO PROGR AM
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到着前の申告が可能

承認・認定者数

AEO輸入者 102

AEO輸出者 228

AEO倉庫業者 151

AEO通関業者 264

AEO運送者 10

AEO 制度の承認・認定状況

（2025年5月現在）

　貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された保税蔵置場等の被許可者
（AEO 倉庫業者）については、税関長へ届け出ることにより保税蔵置場を設置すること等
が可能となるほか、当該届出蔵置場にかかる許可手数料も免除となります。

倉庫業者の A EO 制度 保税蔵置場等の設置が容易になります

　貨物運送のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備されたＡＥＯ通関業者及び国際
運送貨物取扱業者は、個々の保税運送の承認が不要となるほか、特定委託輸出申告にか
かる貨物について、輸出者の委託を受けて保税地域以外の場所から直接積込港等まで運
送を行うことなどができます。

運 送者の A EO 制度 運送手続が簡素化されます

　貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された通関業者（AEO 通関業者）につ
いては、輸入者の委託を受けた輸入貨物について貨物の引き取り後に納税申告を行うこと
や、輸出者の委託を受けて、特定保税運送者による運送を前提に、貨物を保税地域に搬
入することなく輸出申告を行い、輸出許可を受けることなどができます。

通関業者の A EO 制度 迅速化等のニーズに対応できます

　貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された製造者（AEO 製造者）は、自ら
が製造した貨物について、第三者を介して輸出する場合に、貨物を保税地域に搬入するこ
となく輸出申告を行い輸出許可を受けることができます。

製 造者の A EO 制度 輸出を委託している場合でもメリットを享受できます

　貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された輸出者（AEO 輸出者）については、貨物を
保税地域に搬入することなく、自社の倉庫等で輸出申告を行い、輸出許可を受けることが可能となるほ
か、税関による審査・検査にも輸出者のセキュリティ管理とコンプライアンスが反映され、輸出貨物の
迅速かつ円滑な船積み（積込み）が可能となります。

輸出者の A EO 制度 工場・倉庫での輸出申告・許可

AEO輸出者の工場・倉庫等

　貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された輸入者（AEO 輸入者）については、輸入申
告時の税関による審査・検査に輸入者のセキュリティ管理とコンプライアンスが反映されるほか、貨物
が国内に到着する前に輸入許可を受けることが可能となったり、貨物の引き取り後に納税申告を行うこ
と等が可能となります。

輸入者の A EO 制度 輸入貨物の早期引取をめざして

　財務省関税局・税関においては、輸出者、輸入者、倉庫業者、

通関業者、運送者及び製造者といった貿易関係事業者を幅広く対

象とした AEO 制度を構築・推進し、サプライチェーンにおけるより

一層のセキュリティの確保と円滑化の両立を図ることとしています。

A E O 制 度 の 効 果
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日本・アメリカ合衆国 
2009年6月に署名

日本・EU
2010年6月
に署名

日本・英国
2020 年12月

に署名

日本・スイス
2012年9月に
協議開始

日本・ニュージーランド
2008 年 5月に署名

日本・中国
2018年10月
に署名

日本・カナダ
2010年6月に署名日本・韓国

2011年5月に署名

日本・台湾
2018年11月に署名

日本・シンガポール 
2011年 6月に署名

日本・インドネシア 
2024 年 4月に協議開始

日本・マレーシア 
2014年6月に署名

日本・インド 
2024 年12月に署名

日本・タイ
2022 年 4月に署名

日本・香港
2016年8月に署名

日本・豪州
2019年6月に署名

海外の A EO 制度との連 携

　WCO（世界税関機構）は、AEO 制度を

実施するための技術的なガイドラインとして、

税関や事業者が満たすべき要件、認定の手

続、事業者に提供される便益の例などを示

した「AEOガイドライン」を2006 年に採択し、

SAFE 基準の枠組みへ含めました。各国の

税関当局は、この国際標準に沿う形でAEO

制度の導入を進めており、現在までに、先

進国・途上国を問わず、世界 80以上の国・

地域においてAEO制度が実施されています。

　また、このWCOの国際標準を満たしてい

るAEO 制度を導入している国・地域との間

で、お互いのAEO 制度を相互に承認するこ

とにより、相互間の物流におけるセキュリティ

レベルを向上させつつ、国内外一貫した一

層の物流円滑化を目指す “AEO相互承認”

の取組が進められています。

AEO相互承認により、自国

のAEO 輸出入者が取扱う

貨物は、相手国の税関手続

においても、リスクに応じ

て書類審査や検査の負担が軽減されること

や、AEO 輸出入者としての企業ステータスが

国際的に認知されるなど、プラス効果が得

られることとなります。

　安全かつ円滑な国際貿易の拡大のため、

WCOもAEO相互承認を推奨しており、現

在、世界で100以上の相互承認が実施され

ています。我が国も、米国、ＥＵ、中国な

どを含む14の国・地域との間で相互承認を

締結しています。

世界と日本のつながりを確たるものとするAEO制度

AEO相互承認の状況
（2025年 5月現在）

世界と連 携して A EO の環を広げます
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Y税関
X税関

一般の輸出入申告の場合

AEO事業者による輸出入申告の場合

自
由
化

※通関業者の営業区域制限の廃止に伴うもの

申告
（選択可能）

B通関業者

輸出入者

A通関業者

非蔵置官署

従来

委託

貨物 申
告

B通関業者

輸出入者

Y税関

A通関業者

X税関

Y税関

X税関

委託（選択可能）

輸出入者

委託（選択可能）

貨物 申
告

A通関業者

申
告

申
告

B通関業者

貨物

申告

非蔵置官署

非蔵置官署

蔵置官署

蔵置官署

蔵置官署

I T 化 に よる 利 便 性 の 向 上

Import/export procedures, making full use of information and 
communication technologies ICT Further facilitate international trade
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　貨物の輸出入申告は、通関の適正性を確保す

るとともに、効果的・効率的な審査・検査を確保

するため、原則として蔵置官署（貨物が置かれて

いる保税地域等を所轄する税関官署）に対して

行うこととされています。他方、貨物の場所に関

わらず、いずれの税関官署に対しても輸出入申告

を行うことを可能とすれば、関連事業者の事務の

効率化やコスト削減を図ることが可能となり、貿

易円滑化に資することとなります。

　このため、平成 29 年10月8日以降、蔵置官

署に対して輸出入申告を行う原則は維持しつ

つ、AEO 輸出入者及びAEO 通関業者については、

いずれの税関官署に対しても輸出入申告を行うこ

とができるようになりました。

　また、輸出入申告の多くは、税関長の許可を

受けた通関業者が輸出入者を代理して行ってい

ます。申告官署の自由化に伴い、通関業者の営

業区域を各税関の管轄区域内に制限する規定を

廃止するなど、通関業制度について必要な見直し

を行いました。

輸出入申告官署の自由化

contents

通関手続等の迅速化 P32

シングルウィンドウ P35

垣根を超えるシステム P36

　社会、経済の国際化とともに増え続ける輸出入貨物。

国際物流の流れに即した手続の改善、IＴ化を一層推進することにより、更なる利便性の向

上に取り組んでいます。
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